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３ 助成金交付申請の流れ

１ 助成対象・助成要件

２ 助成額

「旅行商品造成届」のご提出 ［様式第１号］(旅行会社→協議会)

○ 旅行商品の造成が決まりましたら、事前に電話・メールで協議会にご相談ください。
○ 旅行商品を造成されましたら『旅行商品造成届』を協議会にご提出ください。

「旅行商品造成認定書」のお受け取り (協議会→旅行会社）

旅行商品の販売 (「協賛：日本海きらきら羽越観光圏推進協議会」と表示) ～ 旅行商品の催行

「助成金交付申請書」のご提出 ［様式第2号］(旅行会社→協議会)

○ 旅行催行後、申請書に催行実績が分かる資料（行程表、参加者名簿など）を添えて、
速やかに協議会にご提出ください。

「助成金」のお受け取り (指定口座への振込：30日以内）

割引前の販売価格
〔税込・1人あたり〕

助成金額
〔1人あたり〕

上限額
〔1商品あたり〕

4千円以上1万円未満 2,000円
200,000円

1万円以上 5,000円

助成額は送客実績に応じて下表により算定します。
（※助成額が予定の額に達した場合は交付を終了します）

（１）助成対象
秋田県・山形県・新潟県・宮城県に営業所を置く旅行会社

（２）助成要件
次の要件を全て満たした旅行商品を対象とします。

□ 秋田県・山形県・新潟県または宮城県を発着地とする
□ ２県以上の旅程である（県境を超える行程）
□ 観光圏10市町村（右図参照）の立寄地を２ヵ所以上含む
□ ８名以上の送客があること

※ 同一内容で複数の催行日がある場合は１旅行商品とします。
１事業者につき最大１０旅行商品までを助成上限とします。

＜観光圏10市町村＞

（秋田県）にかほ市 （新潟県）村上市・関川村・粟島浦村
（山形県）鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町・戸沢村

秋田県

山形県

新潟県


